
 

平成 31年 4月 1日千大規第 32号  

公立大学法人公立千歳科学技術大学役員退職手当規程  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の規 程は 、 公 立 大 学法 人 公 立 千 歳 科 学技 術大 学 役 員 報 酬規 程 第 ４ 条

に 規 定 す る 理 事長 、 副 理 事 長 及 び理事 が 退 職 （ 解 任 及び 死 亡 を 含 む 。以下 同

じ。）をした場合の退職手当の支給について定めるものとする。  

（ 退 職 手 当の 支 給）  

第 ２ 条  退 職手 当は 、 役 員 が 退職 した と き は そ の者 に、 役 員 が 死 亡し た と き は

その遺族に支給する。ただし、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８

号 ） 第 １ ７ 条 第２項 の 規 定 に よ り解任 さ れ た と き （同 項 第 １ 号 に 該 当して 解

任された場合を除く。）は、 当該役員には退職手当は、支給しない。  

２  退 職 手 当は 、そ の 額 か ら 法令 等に 基 づ き 控 除す べき 金 額 が あ る場 合 に は 、

役員に支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。  

（ 退 職 手 当の 額 ）  

第 ３ 条  退 職手 当の 額 は 、 役 員の 退職 し た 日 に おけ る基 本 報 酬 月 額に 役 員 と し

ての在職月数を乗じて得た額に、１００分の１２．５を乗じて 得た額とする。

た だ し 、 第 ５ 条の規 定 に よ り 引 き続き 在 職 し た も のと み な さ れ た 者 の退職 手

当 の 額 は 、 異 なる役 職 ご と の 基 本報酬 月 額 に 役 職 ごとの 在 職 月 数 を 乗じて 得

た額に、１００分の１２．５を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。  

（ 在 職 期 間の 計 算）  

第 ４ 条  退 職手 当の 額 の 算 定 の基 礎と な る 在 職 月数 の計 算 は 、 任 命の 日か ら 起

算して暦に従って計算するものとし、１月に満たない端数（以 下「端数」とい

う。）を生じたときは、 これを１月とする。  

２  前 条 第 １項 ただ し 書 き に より 退職 手 当 の 額 を計 算す る 場 合 に おい て、 異 な

る 役 職 ご と の 在職期 間 の 合 計 月 数が前 項 の 規 定 に より計 算 し た 在 職 期間の 月

数 を 超 え る と きは、 役 職 別 期 間 のうち 端 数 の 最 も 少ない 在 職 月 数 か ら当該 超

え る 月 数 に 達 するま で 順 次 １ 月 を減ず る も の と す る。 こ の 場 合 に お いて、 端

数 が 等 し い 在 職月数 が あ る と き は、 後 に 在 職 し た 役職に 係 る 在 職 月 数から 同

様に１月を減ずるものとする。  

（ 再 任 等 の場 合 の取 扱 い ）  



第 ５ 条  前 条の 規定 に か か わ らず 、役 員 が 退 職 した 場合 に お い て 、 そ の者 が 退

職 の 日 ま た は その翌 日 に 再 び 役 員とな っ た と き は 、 その 者 に つ い て は、引 き

続 き 在 職 し た ものと み な す 。 任 期満了 の 日 以 前 ま たはそ の 翌 日 に お いて役 職

を異にする役員に任命されたときも、 同様とする。  

（ 退 職 手 当規 程 の準 用 ）  

第 ６ 条  公 立大 学法 人 公 立 千 歳科 学技 術 大 学 職 員 退 職手 当 規 程 第 ５条 ，第 ７ 条

から第９条までの規定は、 役員の退職手当について準用する。  

（ 実 施 に 必要 な 事項 ）  

第 ７ 条  こ の規 程の 実 施 に 関 し必 要な 事 項 に つ いて は、 給 与 規 程 の適 用 を 受 け

る職員の例によるほか、 理事長が別に定める。  

   附  則  

この規程は、平成３１ 年４月１日から施行する。  

 


